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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本照明工業会（JLMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業

規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業

規格である。これによって，JIS C 8105-3:2011 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 8105 規格群（照明器具）は，次に示す部で構成する。 

JIS C 8105-1 第 1 部：安全性要求事項通則 

JIS C 8105-2-1 第 2-1 部：定着灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-2 第 2-2 部：埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-3 第 2-3 部：道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-4 第 2-4 部：一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-5 第 2-5 部：投光器に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-6 第 2-6 部：変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-7 第 2-7 部：可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-8 第 2-8 部：ハンドランプに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-11 第 2-11 部：観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-12 第 2-12 部：電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-13 第 2-13 部：地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-14 第 2-14 部：管形冷陰極放電ランプ（ネオン管を含む）用照明器具及び類似器具に関

する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-17 第 2-17 部：舞台照明，テレビ，映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性

要求事項 

JIS C 8105-2-19 第 2-19 部：空調照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-20 第 2-20 部：ライティングチェーンに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-21 第 2-21 部：ロープライトに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-22 第 2-22 部：非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-23 第 2-23 部：白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-24 第 2-24 部：表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-3 第 3 部：性能要求事項 

JIS C 8105-5 第 5 部：配光測定方法 
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照明器具－第 3 部：性能要求事項 

Luminaires-Part 3: General requirements for performance 

 
序文 

この規格は，2022 年に第 2 版として発行された IEC 62722-1 及び 2014 年に第 1 版として発行された IEC 

62722-2-1 を基とし，技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で，細分箇条番号の後に“A”から始まるラテン文字の大文字を付記した細分箇条，附属

書 JA～附属書 JC は，対応国際規格にはない事項であり，附属書 JC には，この規格の箇条と二つの対応

国際規格の箇条との対応関係を参考として示す。また，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所

は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JD に示

す。 

1 適用範囲 

この規格は，電源電圧が 1 000 V 以下で動作する電気光源（例えば，白熱電球，蛍光ランプ，その他の

放電ランプ，LED 光源などの電子発光体）を組み込んだ照明器具の性能要求事項及び環境に関する要求事

項について規定する。特に規定のない限り，この規格が適用する性能特性は，指定の手順で初期エージン

グが完了した新規製造時の照明器具の性能特性を規定している。 

この規格では，共通的に適用可能な供用期間中のエネルギーの効率的利用及び環境管理を支援するため

の照明器具への要求事項を規定している。この規格の目的は，一連の要求事項を規定することである。 

注記 1 LED 光源以外の特定タイプの光源に関する性能要求事項に追加がある場合，これらはこの規格

の附属書として追加される場合がある。追加される附属書は，特定の光源技術に関するより広

い性能範囲に適用される場合がある。 

この規格は，準照明器具（セミルミネア）を適用対象としていない。 

この規格に規定する性能特性は，一部の照明器具には適切でない可能性がある。 

注記 2 適切でない可能性がある一部の照明器具の例を，次に示す。 

a) 周囲温度が常時，特に高温又は低温の場所で使用する照明器具 

b) 粉じんの多い場所で使用する照明器具 

c) 腐食性ガス，オイルミストなどがある場所で使用する照明器具 

d) 可燃性ガスなどがある場所で使用する照明器具 

e) 振動の激しい場所で使用する照明器具 

f) 水中に没して使用する照明器具 

g) 乗り物用の照明器具及び信号灯 


